学校改築事業コンストラクション・マネジメント（ＣＭ）業務委託
説明書

Ⅰ．業務概要
　１　委託件名
[bookmark: _Hlk216872749]　　　学校改築事業コンストラクション・マネジメント（ＣＭ）業務委託

　２　履行期間
　　　契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで

３　委託業務の目的
　　　「墨田区学校改築基本計画（令和８年３月策定予定）」及び「墨田区学校施設長寿命化計画（令和８年３月改定予定）」に基づき、令和８年度から学校改築事業に着手する予定である。　
令和８年度上半期に１校目改築の「改築計画検討及び設計与条件作成業務」を行い、令和８年度下半期に「設計者選定支援業務」を実施する。また、令和９年度から令和１０年度にかけて、「基本・実施設計CM業務」を実施する予定である。なお、令和１０年度からは2校目、令和１１年度からは3校目の改築の事業着手が想定されている。
なお、改築が並行して進捗する事を踏まえ、現在実施している八広小学校改築事業（別途CM業務で実施）で発生する課題や問題点の情報共有を通して、情報収集を実施し、1校目、2校目の改築事業に生かしながら、横断的な管理・調整により、計画に沿った円滑な改築実施を図る。
　　　また、継続的な学校改築を実施するにあたり、令和７年度中に作成する「墨田区学校改築基本計画」を令和１２年度に中間改定し、令和７年度中に中間改定する「墨田区学校施設長寿命化計画」を令和１２年度中に本改定する予定である。本業務委託においては、現在改築を実施している八広小学校（基本計画内の標準仕様書及び情報共有による情報）を含む、各校の横断的な管理・調整により蓄積した情報を生かし、改定を支援する。　

Ⅱ．業務対象
　１　事業名称
　　　学校改築事業
１校目：第三吾嬬小学校
２校目：竪川中学校
３校目：第二寺島小学校

　２　事業用地の所在地
　　　第三吾嬬小学校：東京都墨田区八広二丁目36番3号
　　　竪川中学校：東京都墨田区亀沢四丁目11番15号
　　　第二寺島小学校：東京都墨田区東向島四丁目30番2号

　３　改築手法
　　　既存敷地内の既存校舎で学校運営を実施したまま、校庭等のスペースに新校舎を建設
し、竣工後、新校舎で学校運営を開始する。既存校舎に関しては、学校運営終了後、解体
を行い、校庭整備やプール棟建設を行う。なお、第三吾嬬小学校及び第二寺島小学校は、
次期計画の改築校である第四吾嬬小学校と第三寺島小学校の一時移転場所であり、同一
敷地内で2校が学校運営を行う施設共有運営を実施する学校となることから、新校舎に
増築を実施するなどし、施設共有運営として整備する。

４　改築工事想定スケジュール
　　【第三吾嬬小学校改築】
令和８年度　　改築計画及び設計与条件作成
　　　　　　　　　　設計者選定
　　　令和９年度　　基本設計
　　　令和１０年度　実施設計
　　　令和１１年度　改築工事
　　　令和１２年度　改築工事

【竪川中学校改築】
令和１０年度　　改築計画及び設計与条件作成
　　　　　　　　　　　設計者選定
　　　令和１１年度　　基本設計
　　　令和１２年度　　実施設計

【第二寺島小学校改築】
　令和１１年度　　改築計画及び設計与条件作成
　　　　　　　　　　　設計者選定
　　　令和１２年度　　基本設計
　　　（令和１３年度　　実施設計）

　　【八広小学校改築】
※本業務とは別工事であるが、上記改築校の事業実施や計画改定に反映させるため、情報収集を実施すること。
　　　令和８年度　　　実施設計
　　　　　　　　　　　改築工事
　　　令和９年度　　　改築工事
　　　令和１０年度　　改築工事
　　　令和１１年度　　既存棟解体工事
　　　令和１２年度　　既存棟解体工事
　　　　　　　　　　　校庭整備工事
      
Ⅲ．総則
１　適用範囲
　　ア　この説明書は、「学校改築事業コンストラクション・マネジメント（CM）業務委託」に適用する。
　　イ　契約書約款および本仕様書は相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。

　２　業務責任者
　　ア　受託者は、業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格および経験を有する者を業務責任者として定めることとする。
　　イ　業務責任者は、契約に関し業務の管理および統括を行うほか、契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。

　３　提出書類
　　ア　受託者は、前号による業務責任者を契約後速やかに定め、文書により、区へ提出する。また、区が求めた際には労務管理体制等報告書を提出する。なお、これを変更したときも上記の提出を行うこととする。

　４　関係者等協議
　　　　受託者は、本業務の遂行で必要となる関係者との協議等に立会するとともに、説明資料および記録の作成を行うものとする。

　５　再委託
　　　　本業務委託について、受託者は履行の全部または主要な部分を一括して第三者に委託することを禁止する。なお、それ以外の業務について、一部を再委託する場合、あらかじめ作成した再委託協議書を発注者へ提出し、その承認を得ること。

　６　秘密の保持
　　　　受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

　７　個人情報の保護および管理ならびに情報セキュリティに関する取扱い
　　　　受託業務を履行するに当たり、知りえた個人情報の保護および管理ならびにその他の受託情報等の情報セキュリティに関する取り扱いに関しては、別紙「受託情報の保護および管理に関する特記事項」を遵守するものとする。

　８　完了検査
　　　　受託者は、本業務が完了したときは、成果品を区へ提出し、完了検査を受けるものとする。

９　提出書類の様式
　　　　受託者は、区に提出する書類で様式が定められていないものについては、様式を定め、提出するものとする。ただし、区がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

１０法令等の遵守
　　　　受託者は業務の実施にあたっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。

Ⅳ．委託業務内容
[bookmark: _Hlk216871140]　１　業務計画書の提出
　　　受託者は、契約締結後14日以内に次に掲げる事項を記載した業務計画書を作成の上、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。（仕様書等に定めのない業務計画については、協議事項とし、適宜追加するものとする。）
　　　なお、業務計画書には、次の事項を記載すること。
⑴　業務実施方針
課題の整理検討及び設計仕様等作成支援方針、基本・実施設計支援方針、学校改築基本計画支援方針
　　⑵　業務工程
　　　　業務工程計画の作成、打合せ計画の作成
　　⑶　業務実施体制
　　　　全事業関与者の業務体制、組織計画（体系図）、業務担当役割表、連絡体制
　　⑷　配置技術者
　　　　担当分野、氏名、生年月日、所属、役職、保有資格、実務経験、手持業務
　　⑸　その他
　　　　発注者が他に必要とする事項

[bookmark: _Hlk216871005]２　改築計画検討及び設計与条件作成
⑴　敷地条件等を調査し、法令条件や計画規模等を検討すること。
⑵　区が提供する資料等を元に、既存校舎で学校運営をしながら、安全かつ運営に与える影響を最小限にし、校舎を新築するための課題検討を実施すること。
⑶　合同運営を予定している学校については、新築計画だけでなく、合同運営校舎の条件も踏まえ、計画検討及び設計与条件を作成すること。
⑷　上記課題の検討結果を踏まえ、改築事業の総事業費を算出すること。
⑸　改築事業の全体事業工程を作成すること。
⑹　課題検討及び総事業費算出結果に基づき、設計業務を委託するための仕様書及び選定するための条件を作成すること。なお、選定の際に作成した内容に関する質問が出た場合には、回答を作成すること。

[bookmark: _Hlk216871035]　３　基本・実施設計ＣＭ業務
⑴　設計開始段階の検討項目
　　　①　発注者体制の役割分担の明確化について助言
　　　②　発注者、コンストラクション・マネジメント者、設計者及び学校関係者等との協議、指示及び連絡体制の構築
　　　③　発注者以外の当事者間で協議・連絡した際の報告体制の構築
　　　④　設計者作成の設計スケジュールを確認し、マスタースケジュールを更新
　　　⑤　設計者作成の設計方針書と発注者の要求を比較検討し、整合性を確認
　　⑵　設計内容の確認
　　　①　設計の進捗状況を設計者から随時報告を受け、スケジュールを管理
　　　②　設計課題の把握、検討時期の妥当性判断及び検討期限の管理
　　　③　設計内容が発注者の要求（施工性・コスト・スケジュール・品質等）を満たしているか随時確認
　　　④　設計内容についてＶＥを提案
　　　⑤　設計者作成の工事概算書及び工事内訳書について、設計図書との整合性の確認および工事予算額との比較検討を実施
　　　⑥　設計図書および関連成果品の内容が発注者の要求（施工性・コスト・スケジュール・品質等）を満たしているか随時確認
　　⑶　設計内容の見える化支援
　　　①　課題検討の内容が工事施工期間のどの時点でどのような影響を与えるのかの見える化
　　　②　課題検討を協議する際に、内容を事前に確認し、発注者側が協議をしなければならない関係機関部署の見える化
　　　③　総事業費と設計進捗状況に応じた想定事業費の比較検討しながら、コストの見える化
　　　④　事業進捗の段階に教室や校庭などの利用制限範囲の見える化
　　⑷　工事発注計画等の確認
　　　①　類似の学校改築における工事価格の調査および比較検討資料を作成
　　　②　材料不足等で急激な物価上昇等が発生している工種の調査と対策
　　⑸　許認可事項の申請支援
1  許認可事項に関する確認および助言
2  許認可申請に係るスケジュール管理および進捗確認

[bookmark: _Hlk216871058]４　改築基本計画中間改定及び長寿命化計画改定支援
⑴　改築事業実施により発生した課題や問題点を踏まえ、改築基本計画標準仕様を更新する。
⑵　標準仕様の内容を検証する際の支援

[bookmark: _Hlk216871072]　５　スケジュール作成及び管理
　⑴　上記２～４の具体的スケジュールの作成および進捗管理
　⑵　改築事業全体スケジュールの作成（課題整理検討時に作成し、設計進捗に併せて、随時検討・更新すること。）

[bookmark: _Hlk216871083]　６　情報管理
　　⑴　受託者が関与した打合せ等については、速やかに会議録を作成し、次回打合せ時までに検討結果資料等を添えて発注者に提示すること。
　　⑵　発注者が関与せず、当事者間での協議等を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。
　　⑶　事業実施にかかる資料については、分かりやすく分類し、一元管理すること。
　　⑷　事業の運営における伝達・記録・保存の対象となる情報を定め、情報の伝達・記録・保存の方法を提案すること。
　　⑸　受託者は、本業務の遂行にあたり委託者の所掌する情報資産の保護について万全を期すものとし、その機密性、安全性、可用性を維持するために必要な対策を講ずるとともに、本業務において知り得た情報を正当な理由無く第三者に知らせるほか、本業務の目的外に使用することの無いよう関係者全員に徹底させること。また、個人情報の取り扱いについても、墨田区個人情報保護条例（平成２年６月３０日条例第１９号）及び関係法令等を遵守し、適切に保護すること。

[bookmark: _Hlk216871093]　７　各種会議の運営支援
　　⑴　会議の目的に応じた主催者・参加者・開催頻度等を提案すること。
　　⑵　受託者が出席すると定められている会議において、技術的中立のもと、発注者の支援を実施すること。
　　⑶　受託者が出席すると定められていない会議については、議事録または報告をもとに必要に応じて発注者に助言すること。

　８　その他
　　⑴　仕様書に記載されていない事項は、日本コンストラクション・マネジメント協会発行の「ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託契約約款・業務委託書（2022年7月改訂版）」によるものを基本とし、発注者と受託者で協議し決定すること。
　　⑵　次の計画を踏まえること。
　　　①　墨田区公共施設等総合管理計画（令和８年３月改定予定）
　　　②　墨田区学校改築基本計画（令和８年３月策定予定）
②　墨田区学校施設長寿命化計画（令和８年３月中間改定予定）
　　⑶　当業務の中立性を確保するため、受託した事業者及び関連事業者は、受託期間中に学校改築事業の基本・実施設計業務委託を受託することは出来ない。
　　

Ⅴ.　業務の実施条件等
各業務は、次の条件及び適用基準等に基づいて行う。
１　管理技術者の資格及び実績要件
ＣＣＭＪ（日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクションマネジャー、以下「ＣＭｒ」という。）及び一級建築士の資格を有し、建築工事において発注者の業務支援を行うＣＭｒとして、次の業務（以下「ＣＭ業務」という。）の内、いずれかの段階の業務に携わった実績があること。なお、受託者に所属する者に限る。
⑴　基本計画・調査、発注（設計業務受託者選定）、基本設計・実施設計、発注（工事受注者選定）の各段階において、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立った、基本計画、設計者選定条件作成、設計の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種マネジメント業務（地方公共団体におけるピュア型ＣＭ方式活用ガイドライン　2020年9月）

２　ＣＭ業務を担当する各分野の担当技術者の資格及び実績要件
⑴　建築（総合）
一級建築士の資格を有する者で、ＣＭ業務に携わった実績があること。
⑵　建築（構造）
構造設計一級建築士又は一級建築士の資格を有する者で、ＣＭ業務に携わった実績があること。
⑶　電気設備
設備設計一級建築士又は一級建築士若しくは建築設備士の資格を有する者で、ＣＭ業務に携わった実績があること。
⑷　機械設備（給排水衛生・空調換気）
設備設計一級建築士又は一級建築士若しくは建築設備士の資格を有する者で、ＣＭ業務に携わった実績があること。
⑸　建設コスト管理
建築コスト管理士又は建築積算士の資格を有する者で、ＣＭ業務に携わった実績があること。
⑹　工事施工計画
一級建築施工管理技士の資格を有する者で、ＣＭ業務に携わった実績があること。
⑺　入札契約計画
ＣＣＭＪの資格を有する者で、ＣＭ業務に携わった実績があること。

Ⅵ.　成果物および提出部数
　１　成果物等については以下を基本とする。なお、ここに定めがないものについては、発注者の指示によるものとする。
　　⑴　成果物の規格等
	項目
	成果品項目
	規格
	部数

	課題の整理検討及び設計仕様等作成支援
	⑴　業務計画書
⑵　課題検討結果報告書
⑶　設計仕様書及び選定条件書
	Ａ4版ファイル綴
	2部

	
	各種資料
	任意
	2部

	基本・実施設計支援
	⑴　業務計画書
⑵　業務報告書（定期報告・完了報告）
	Ａ4版ファイル綴
	2部

	
	各種資料
	任意
	2部

	改築基本計画策定支援
	⑴　業務計画書
⑵　業務報告書（定期報告・完了報告）
	Ａ4版ファイル綴
	2部

	
	各種資料
	任意
	2部


　　　※上記成果物については、電子データも含む。

⑵　成果物の構成
　　　①　電子データ版
　　　　　以下の構成に基づき、データーを作成して提出する。
	成果物
	規格
	部数
	備考

	下記の全てのデータ
	ＣＤ－Ｒ
	２部
	正・控とし、それぞれケースに収める。




	成果物
	規格
	備考

	１　課題の整理検討及び設計仕様等作成支援
	Ａ4縦
※各種資料は、任意の規格とする。
	文書標記は11ポイント以上を原則とする。ただし、図面内に表記されている文字等については、読み取れれば可とする。

	　⑴　業務計画書
　　①　業務実施方針
　　②　業務工程
　　③　業務実施体制
　　④　配置技術者
	
	

	　⑵　業務報告書
1 仕様書及び選定条件作成方針
2 作成結果報告書
3 その他（打合せ・会議の記録、会議資料等）
	
	

	２　基本・実施設計支援
	
	

	　⑴　業務計画書
　　①　業務実施方針
　　②　業務工程
　　③　業務実施体制
　　④　配置技術者
	
	

	　⑵　業務報告書
　　①　基本設計段階ＣＭ実施概要
　　②　各業務別設計ＣＭ結果報告
　　③　基本設計スケジュール管理報告
　　④　設計与条件と設計内容の整合性検討結果報告
　　⑤　ＶＥ提案他各種検討結果報告
　　⑥　概算工事費・工事費検討結果報告
　　⑦　成果品検収報告
　　⑧　全体事業スケジュール管理報告
　　⑨　その他（打合せ・会議の記録、会議資料等）
	
	

	３　改築基本計画策定支援
	
	

	　⑴　業務計画書
　　①　業務実施方針
　　②　業務工程
　　③　業務実施体制
　　④　配置技術者
	
	

	　⑵　業務報告書
1 改築基本計画実施概要
2 各業務別支援結果報告
③　その他（打合せ・会議の記録、作成資料）
	
	


　　　※留意事項
　　　　ア　成果物の名称や内容は、発注者との事前協議により詳細を決定すること。
　　　　イ　ＣＤ－Ｒには、タイトルを記載するとともに、内部のデータについてもタイトルを付したフォルダやファイル名を作成し、焼き付けること。
　　　　ウ　データについては、ＰＤＦ形式とともに、以下の形式により格納すること。
　　　　　■文書　　　：Microsoft Word  形式またはMicrosoft Excel形式
　　　　　■表・グラフ：Microsoft Excel 形式またはMicrosoft PowerPoint形式
　　　　　■図面データ：JWW  CAD(JWW)形式
　　　　　■写真データ：Jpeg形式
　
　⑶　記載内容の整理
　　　　　業務計画書、業務報告書等については、電子データおよび業務種目等により分かりやすく整理し、目次や図面番号、インデックス等を適宜付けること。

２　契約金額　
　　　　契約金額には、本委託にかかるすべての費用（交通費など）を含む。

３　支払方法
　　　　本契約締結後、前払い金として契約金額の３０％以内を支払うことができる。全業務終了後、完了払いとして支払う。

４　その他　
⑴　著作権について
　　　　　本業務委託に基づき納品された報告書および電子データ等、すべての文書・電子文書の著作権は、墨田区に帰属する。
　　⑵　受託者は、業務の実施に当たっては、関係法令及び条例を遵守するとともに、委託者と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で適切な人員配置のもとで進めること。
　　⑶　受託者は、本業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行うこと。また、本業務の遂行にあたり、本委託における発注者の方針や意向を満たす上で、当然必要な業務であると発注者が考えるものに関しては、本業務に含まれるものとして遅滞なく遂行すること。
⑷　受託者は、本事業全般に関わる委託者の業務支援者として、委託者の指示に基づき、本事業に係わる関係者との協議事項や質疑が行われた場合には、委託者に代わるものして対応すること。この際、受託者は関係者に対し、委託者の業務支援者であること及びその役割を明らかにするとともに、公正で中立的な立場を厳に保持するものとする。

５　担当および連絡先
　　　墨田区教育委員会事務局庶務課施設担当
　　　電話　０３―５６０８―６３１３
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